
し尿くみ取りを利用されている

世帯の皆さまへ

お問い合わせ先

　平成２７年１０月１日から
し尿くみ取り手数料が
１２６円 /１０ℓ（現行１１０円／１０ℓ）
　になります。

　し尿くみ取り業務を今後も安定的かつ継続的に続けていくために、利用者の皆さまにはご負担をお願い
することとなりますが、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
　今回の改定につきましては、平成２０年１０月１日以来７年ぶりの改定となるもので、引き上げの理由
は、消費税率の改定や人件費の増加など社会情勢の変化に伴いまして、くみ取りという１日も休めない業
務を安定的・継続的に行うため、収集コストにかかる経費を実態に応じ適正化したものです。

　

◎１０月１日以降のくみ取り時は、新券（１２６円券）が必要となります。
◎９月３０日までは、現行券（１１０円券）でお支払いください。
◎新券の販売は、８月３日から、各市町村役場（役所）と指定金融機関等で行いますので、お買い求
めください。
◎現行券をお持ちの方で、使用されない場合は、各市町村役場（役所）で、返金手続をしてください。
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し尿くみ取り券の今後の取り扱いについて


